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夜間・休日
急病診療

◆急病のときは、まず、
当番医で受診を

テレホン案内
内科系（小児科）
482－6870

外科系・その他の科目
482－6871

歯科 482－6872
※ 小児科・その他の科目・歯
科は、日曜・祝日・年末
年始の8:30～17:00のみ

月～金曜日
19:00～翌８:30
土曜日
17:00～翌８:30
日曜日・祝日
年末年始
8:30～翌８:30
つながらないときは、市役所 483ー1151か消
防本部 459ー2441へ。当番医は、市ホームペ
ージでも見られます。新型コロナウイルスに関
する電話相談窓口は７ページをご覧ください。

やちよ夜間小児急病センター
東京女子医科大学八千代医療センター内

毎日18～23時 458－6090
※23時以降は 450－6000へ
具合が悪くなり、当番医での受診が必要か判断に迷
う時などに看護師や医師が電話で相談に応じます。

【小児】こども急病電話相談
毎日19時～翌朝6時局番なしの ＃8000
※ダイヤル回線、IＰ電話、光電話からは
043-242-9939

【小児以外】救急安心電話相談
平日・土曜18時～翌朝６時、日曜・祝日・年末年始
9時～翌朝６時局番なしの ＃7009
※ダイヤル回線、IＰ電話、光電話からは
03-6735-8305

２歳６か月児
歯科健診（予約制）

　歯科医師による健診や歯科衛生士
による相談を行います。

▼日時　10月14日㈭。受け付けは
①午後１時15分～１時30分、②午後
１時40分～１時55分、③午後２時５
分～２時20分のいずれか　 ▼場所　
保健センター　 ▼対象　平成31年４
月生まれ　 ▼申し込み　健診日の１
週間前までに電話で母子保健課へ

食生活相談（予約制）
　乳幼児期・学童期・思春期のお子
さん、妊産婦さんの食生活や栄養に
ついて栄養士が相談を受けます。

▼日時　第２・４火曜日午後１時30
分～４時30分　 ▼場所　保健センタ
ー　 ▼申し込み　電話で母子保健課

お試し体操広場

　外出機会が減る今だからこそ、健
康維持のための「やちよこれだけ体
操」や「やちよ元気体操」で一緒に
体を動かしませんか。 体力に自信
のない人も無理なく体を動かせる30
分間の体操広場です。散歩のついで
に、ぜひお立ち寄りください。

▼日時　９月21日・28日、いずれ
も火曜日午前９時～９時30分（小雨
中止）　 ▼場所　八千代総合運動公
園　噴水広場（申し込み不要。当日
現地集合）　 ▼持ち物　飲み物、氏
名・住所・電話番号を記載したメモ
紙　 ▼その他　体操時間以外はマス

簿配布希望の有無を書いて、郵送で
申し込んでください。受診書等は後
日送付いたします。なお、検査の種
類によっては一部自己負担が生じる
ことがあります　 ▼送り先・問い合
わせ　〒260-8667（住所省略可）千
葉県健康福祉部健康福祉指導課援護
班 043-223-2349 （健康福祉課）

特別児童扶養手当などの
所得状況届を忘れずに
　特別児童扶養手当、特別障害者手
当、障害児福祉手当、経過的福祉手
当を受給している人は、９月13日㈪
までに所得状況届などの必要書類を
提出してください。
　提出がない場合、８月分以降の手
当が支給されませんので、ご注意く
ださい。２年間提出しないと、時効
で受給資格がなくなります。書類が
届いていない人は、障害者支援課
421-6740へご連絡ください。

マイナポイントの申し込みが
12月31日㈮までに延長
　３年４月30日までにマイナンバー
カードを申請した人は、マイナポイ
ントの付与対象になっています。申
込手続後にチャージまたは買い物が
必要になりますので、お早めに申し
込んでください。申し込みたいけれ
ど機器がない、方法がわからない人
は、市役所新館１階ロビーに設置し
ているマイナポイント申込支援コー
ナーをご利用ください。

▼期間　３年12月28日㈫までの平
日午前８時30分～午後５時　 ▼問い
合わせ　総務課 421-6711

年金事務所の年金相談は
予約できます
　船橋年金事務所や年金相談センタ
ーで相談や手続きなどをする場合、
電話で事前予約できます。
　相談窓口は夜間や休日も開設。次
の予約専用ダイヤルで開設日を確認
してください。

社会生活基本調査への
回答をお願いします
　総務省は、10月20日現在で社会生
活基本調査を実施します。この調査
は、生活時間の配分や余暇時間の主
な活動状況など、国民社会生活の実
態を明らかにすることを目的として
います。結果は、ワーク・ライフ・
バランスの推進、少子高齢化対策な
どの施策に活用されます。９月上旬
に、千葉県から任命された調査員が
調査世帯をお伺いしますのでご回答
をお願いします。お問い合わせは千
葉県統計課 043-223-2223・2224へ。

（情報管理課統計調査班）

就学援助制度をご利用ください
　就学援助制度は経済的な理由で
小・中学校に就学することが困難な
児童・生徒に、学用品費、新入学学用
品費、学校給食費、校外活動費、修学
旅行費、医療費を支給し、保護者の教
育費の負担を軽減する制度です。た
だし、世帯の前年の合計所得などに
よる制限があります。詳しくは、学務
課または各小・中学校へお問い合わ
せください。 （学務課 481-0302）

３年度原爆被爆二世
健康診断の実施
　県では、原爆被爆二世に対する健
康診断を実施しています。

▼対象者　原爆被爆者の実子で、
県内に住所を有し、受診を希望する
人　 ▼実施期間　４年２月28日㈪ま
で実施　 ▼申込期限　４年１月31日
㈪必着　 ▼申込方法　受診を希望す
る人の住所・氏名・生年月日・被爆
者健康手帳番号・被爆二世健康記録

■予約専用ダイヤル　年金事務所
0570-05-4890街角の年金相談センタ
ー船橋 424-7091 （国保年金課）

９月８日㈬は八千代台支所・
パスポートセンターが臨時休業
　ユアエルム八千代台店内の八千代
台支所とパスポートセンターは、同
店店休日の９月８日㈬は臨時休業と
なります。（戸籍住民課 421-6719・
パスポートセンター 485-5801）

台風接近前に傾いている
竹木や枝木のせん定を
　９月・10月は、台風シーズンにな
ります。毎年、倒木や落下した枝木
などが道路を塞ぎ、交通の妨げとな
る事象が発生しています。
　民地の木が原因で事故等が発生し
た場合、土地所有者の責任が問われ
る事もあります。雑木林や竹林など
を所有または管理している人は、事
前に傾いている竹木の撤去や枝木の
せん定などをお願いします。

（土木管理課 483-1151）

路上喫煙の防止にご協力を
　市民の皆様の身体や持ち物を、た
ばこの火から守るため、市では「八千
代市路上喫煙の防止に関する条例」
を施行し、人が密集する４駅（勝田
台駅・八千代台駅・八千代中央駅・
八千代緑が丘駅）周辺を路上喫煙禁
止区域に指定するとともに、市内全
域の道路などで歩行喫煙をしないよ
う定めています。吸う人も吸わない
人も気持ちよく暮らすために、市民
の皆様のご協力をお願いいたしま
す。※「歩行喫煙」とは、歩行して
いる間、または、自転車に乗車して
いる間に路上で喫煙することをいい
ます。 （危機管理課 421-6717）
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月
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●４日㈯午前10時～11時45分・
午後１時～４時30分、フルルガ
ーデン八千代（八千代市献血
推進協議会主催）

９
月
の
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日
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庁

●戸籍住民課の窓口（１階）
12日㈰午前８時30分～正午
※取り扱いできない業務もあります。

●納税相談（３階）
●国民健康保険料（１階）
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コミュニティ推進課 （421）6718
予約制以外の各種相談は当日受け付け。
８時30分から電話か直接窓口で申し込み
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止・変更することがあります。
※祝日はお休みです。９月の相談案内


